
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 就 業 規 則 等 新 旧 対 照 表 

改     正     前 改     正     後 

   国立大学法人京都大学教職員就業規則 

（平成１６年達示第７０号） 

 

 

 （前 略） 

 （セクシュアル・ハラスメントに関する措置） 

第３８条 セクシュアル・ハラスメントの防止に

関する措置については、京都大学におけるハラ

スメントの防止等に関する規程（平成１７年達

示第６６号）による。 

 （中 略） 

第８章 休業等 

（育児・介護休業等） 

第４６条 （略） 

２ 教職員は、大学に申出又は請求することによ

り、家族の介護をするために介護休業、１日の

勤務時間の一部について勤務しないこと若しく

は早出遅出勤務をすること又は時間外勤務若し

くは深夜勤務の制限を受けることができる。 

 

３ （略） 

 （後 略） 

 

 

国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業

規則 

（平成１７年達示第３７号） 

 

 

 （前 略） 

 （セクシュアル・ハラスメントに関する措置） 

第４１条 セクシュアル・ハラスメントの防止に

関する措置については、京都大学におけるハラ

スメントの防止等に関する規程（平成１７年達

示第６６号）による。 

 （後 略） 

 

 

国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業

規則 

（平成１７年達示第３８号） 

 （前 略） 

 

 

 

 

 

 （ハラスメントに関する措置） 

第３８条 ハラスメントの防止に関する措置につ

いては、京都大学におけるハラスメントの防止

等に関する規程（平成１７年達示第６６号）に

よる。 

 

 

  

第４６条 （同 左） 

２ 教職員は、大学に申出又は請求することによ

り、家族の介護をするために介護休業、１日の

勤務時間の一部について勤務しないこと若しく

は早出遅出勤務をすること又は時間外勤務の免

除若しくは制限若しくは深夜勤務の制限を受け

ることができる。 

３ （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ハラスメントに関する措置） 

第４１条 ハラスメントの防止に関する措置につ

いては、京都大学におけるハラスメントの防止

等に関する規程（平成１７年達示第６６号）に

よる。 

  

 

 

 

 

 

 



改     正     前 改     正     後 

 （セクシュアル・ハラスメントに関する措置） 

第３６条 セクシュアル・ハラスメントの防止に

関する措置については、京都大学におけるハラ

スメントの防止等に関する規程（平成１７年達

示第６６号）による。 

 （後 略） 

 （ハラスメントに関する措置） 

第３６条 ハラスメントの防止に関する措置につ

いては、京都大学におけるハラスメントの防止

等に関する規程（平成１７年達示第６６号）に

よる。 

  

   附 則 

 この規則は、平成２９年１月１日から施行す

る。 
 


